
 
 

 

 

 

（イ）報酬助成 

佐世保市成年後見制度利用支援事業に係る助成制度についての概

要は以下のとおりである。 

 

 

 

後見人等報酬助成等の実施件数は以下のとおりである。 
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【意見】 

 高齢者・障がい者のいずれについても、申立費用助成支援の利用がほぼ０件

の状態が続いている（高齢者について、２０２３（令和５）年度に１件あるだ

けである）。利用が低迷していることから、そもそもこの支援の必要性を再検討

すべきであり、仮に必要性が存在する場合には、利用が低迷している原因（規

則等の不備が無いか、市民にとって利用しにくい制度・運用になっていないか、

広報のあり方に問題が無いか等）の詳細を確認し、利用件数を増やすべきであ

る。 

 

（４）養護老人ホーム 

ア 事業概要 

養護老人ホームは、概ね６５歳以上の高齢者で、環境上の問題があり、

かつ経済的に困窮しており、家庭において生活することが困難な方の

入所施設である。 

佐世保市では、入所判定委員会（委員：保健所長、医師、老人福祉施

設長、地域包括支援センター長、老人福祉指導主事、老人福祉担当者）

を運営し、措置申出者の入所の要否の判定を行っている。また、措置費

の基準となる養護老人ホーム支弁基準額の算定を行っている。 

被措置者に対しては、随時訪問調査・指導を行い、措置後の入所継続
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の要否・変更を判断している。 

イ 現状と課題 

現在、佐世保市内に４施設（定員２８５人）あり、措置者数は減少

傾向にあり、各施設に空きがある状況である。 

ウ 今後の方針 

佐世保市では、上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を

掲げる。 

現在の入所状況から、今後入所者が増加しても、当面対応が可能な状

況であるため、措置が必要な申請者に対して、適切に措置を行っていく

必要がある。また、施設との意見交換を行いながら、地域における公益

的な取組の促進を図る。 

エ 具体的な施策等 

（ア）利用促進 

佐世保市では、市ホームページへの掲載による周知、及び市内の地

域包括支援センターへの案内により、利用促進を図っている。 

措置者数の実績数は以下のとおりである。 

 

  
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

措置者数 
計画 232 人 237 人 242 人 285 人 285 人 285 人 

実績 232 人 230 人 228 人 225 人   

※計画値は佐世保市養護施設定員数     

 

なお、２０２４（令和６）年度の措置の申出者の処理実績は以下の

とおりである。 
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【評価】 

佐世保市では、措置が必要な申請者に対して適切に対応を行っており、評価

できる。 

 

【意見】 

佐世保市では、高齢者人口自体はすでにピークを迎えている状況である一方、

高齢独居老人は増加傾向であり、養護老人ホームへの措置申出者に関しては、

増加することもある状況である。 

そのため、養護老人ホームへの措置申出者が増加した場合についての検討も

必要であろうし、一方で、現在も施設に空きがある状況であり、入所率が低下

していけば、施設の経営を維持するための検討も施設の統廃合等も含めて必要

になる可能性もある。 

今後も措置が必要な者の状況を注視し、適宜に適切な対応をすることが必要

である。 

 

（イ）市内養護老人ホームとの意見交換会 

佐世保市では、２０２４（令和６）年度は、市内養護老人ホームと

の意見交換会を１回開催した。 

そこで、各施設の課題や市への要望等について意見交換を行った。 
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意見交換では、入所措置者数の減少、物価高騰への対応などについ

て意見交換を行い、また、６５歳以上の精神障がい等を抱える方の受

け皿がなく、結果、養護老人ホーム入所となる場合があり、対応困難

ケースが増加しているとの課題が明らかになった。 

その他、入所率の向上や経営健全化・人材確保のための財政的支援

の必要性、集団生活になじまない方の措置が増えたことによる施設

職員の負担増などに対する対応などについて施設から要望が出され

た。 

 

 

【意見】 

時代の変化とともに、養護老人ホームの役割も変化していき、また、新たな

課題も出てきているようである。予算や法律の問題もあり、佐世保市だけで解

決できる問題ではない部分もあろうかと思われ、地方の実情を県や国などに訴

えていくことも必要であろう。 
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第４ 地域における生活支援サービスの充実 

１ 地域支え合い事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

ア 現状の分析 

生活支援体制整備事業については、第１層（佐世保市全域）と、第２

層（各２７地区自治協議会圏域）に「生活支援コーディネーター」を配

置するとともに地域の関係者で構成される協議体を設置し、高齢者の

日常生活の支援や高齢者を支え合う地域づくりを推進している。 

認知症サポーター養成講座の講師となるキャラバン・メイトについ

て、全国キャラバン・メイト協議会から佐世保市のキャラバン・メイト

数が人口に対して充足しているとみなされ、新規のキャラバン・メイト

の養成ができない状況である。 

緊急通報システムについては、２０２１（令和３）年度に８５歳以上

の独居もしくは高齢者のみの世帯の方まで対象を拡大したことで、利

用者は増加傾向にある。 

イ 今後の課題・問題点 

地域によって住民や企業等の活動内容や生活支援に対する考え方が

様々であり、生活支援コーディネーターの活動内容や活動方法につい

ては、地域ごとに柔軟に対応する必要がある。 

認知症サポーターの養成を推進するにあたり、特に、地域での認知症

の方と関わることが多い職業や子ども・学生が認知症を理解し、可能な

範囲で手助けができるような取組が重要である。 

認知症サポーター養成講座を修了した市民の方が、実際の活動につ

ながるための支援が必要である。 

（２）生活支援サービスの体制整備事業 

ア 事業概要 
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生活支援サービスの体制整備事業は、介護保険法に基づき、高齢者の

地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等になることの

予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その

他これらを促進する事業である（地域支援事業実施要綱は２０２４（令

和６）年度に改正されている。）。 

具体的には、総合事業として実施するサービス・活動事業及び一般介

護予防事業並びに地域住民を含めた多様な主体による高齢者の自立し

た生活や介護予防に資する総合事業に該当しない多様な活動又は事業

について、事業間での連動を図りながら実施することが重要であるた

め、市町村が中心となって、元気な高齢者をはじめとする多世代の地域

住民が担い手として参加する住民主体の活動団体、地域運営組織、ＮＰ

Ｏ法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企

業、シルバー人材センター、介護サービス施設・事業所、老人クラブ、

家政婦（夫）紹介所、商工会、民生委員等の多様な主体による多様な生

活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制

づくりを推進していくものである。 

そして、生活支援の担い手は「地域」であるところ、既存資源の発掘

や必要な新たな資源の創出等により「地域」の力を引き出す生活支援コ

ーディネーターや協議体の働きが重要となる。 

イ 現状と課題 

独居高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中、軽度の支援を必要と

する高齢者も増加しており、生活支援の必要性が増している。その担い

手として、既存の介護保険サービスのみならず、ボランティアやＮＰＯ

等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要

となってきている。その充実に向け、生活支援コーディネーターを配置

し、ボランティア等の養成・地域資源の創出・関係者のネットワーク化
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を行っている。 

また、生活支援コーディネーターを組織的に補完し、地域づくりにお

ける意識の統一を図る場や情報交換の場として地域の関係者で構成さ

れる協議体の設置を行っている。 

地域ごとに支え合いへの意識や地域資源の状況に差があるため、支

え合い活動にも偏りがある状況であることが課題である。 

ウ 今後の方針 

佐世保市では、上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を

掲げる。 

社会福祉協議会や地域包括支援センターと連携しながら生活支援・

介護予防サービスの充実を推進していく。 

重層的支援体制整備事業も視野に入れ、これまでの取組を継続しつ

つ、行政内の関係部署との更なる連携を図り、生活支援コーディネータ

ーの活動を促進する。 

エ 具体的な施策等 

（ア）委託事業 

佐世保市では、市町村区域（第１層）は株式会社、日常生活圏域（第

２層）は、圏域ごとに社会福祉法人等に生活支援体制整備事業業務を

委託する。 

受託者は、①地域のニーズの資源の状況の見える化、問題提起②地

縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ、③関係者のネット

ワーク化、④目指す地域の姿・方針の共有、⑤生活支援の担い手の養

成やサービスの開発、⑥ニーズとサービスのマッチングの業務を担

当する生活支援コーディネーターを配置する。 

また、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を

推進することを目的とした定期的な情報の共有・連携強化の場とし
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て、協議体を設置する。協議体は、年度内に２回以上開催する。 

受託者は、本業務の実施に当たり、２０２４（令和６）年までは、

年間活動スケジュール、活動報告書、協議体開催報告書、活動チェッ

クシート、及び収支報告書等作成し、佐世保市に提出していた。 

活動チェックシートは以下のとおりのものである。 

 

 

 

なお、活動チェックシートは、２０２５（令和７）年度以降参考資

料としており、提出は義務付けられていない。 

年間活動スケジュールは、①生活支援サポーターマッチング（広報、

ニーズ調査、関係機関との連携）、②第３層生活支援コーディネータ

ー、有償ボランティアの活動自立支援、③連携サービス（移動支援、

企業との連携）、④居場所作り、⑤広報活動、⑥その他、⑦協議体、
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⑧モデル地区と項目分けされており、項目ごとに受託機関が年間活

動計画を立てていくものとなっている。また、併せて実際の活動につ

いても、２０２４（令和６）年度までは半期ごとに、２０２５（令和

７）年度からは１年分を報告できる書式となっている。 

佐世保市は、同報告書をチェックし、助言を行うこと、業務評価表

を作成することなどで、受託機関に対するチェック機能を果たし、生

活支援・介護予防サービスの充実を推進している。 

２０２４（令和６）年度の指摘内容の一例としては、生活支援サポ

ーターとのマッチングの目標達成のため、居宅介護支援事業所との

さらなる連携が必要であることなどがある。 

また、佐世保市及び各圏域すべて２回以上の協議体を開催し、佐世

保市も原則協議体に参加している。協議体では、各地域の困りごとや

課題を具体的に協議したり、そのうえで、今後の活動について協議し

たりしている。具体的には、生活支援サポーターの高齢化が進んでい

ること、次世代を担う若手のサポーターの獲得が今後の課題である

ことについて意見交換がなされている。 

 

【評価】 

委託業務を効率的に管理できるよう書式が統一されており、また、その内容

も適宜改訂されているようであり、評価できる。今後も、課題は変化していく

と考えられるので、協議体から上がってきた課題等を適切に分析し、業務を推

進していくことが望ましい。 

 

（イ）生活支援コーディネーターの活動促進 

佐世保市では、生活支援コーディネーターの活動促進策として、佐

世保市庁内関係部署と生活支援コーディネーターとの情報交換会を
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企画し、２０２６（令和８）年２月から実施予定である。 

（ウ）訪問型支え合いサービス等を行う団体 

佐世保市では、多様な主体による自発的な取組を実現させるため、

訪問型支え合いサービス等を行う団体を、２７自治協議会圏域に１

団体の設立を目標としている。 

訪問型支え合いサービス等を行う団体とは、佐世保市訪問型支え

合いサービス補助金交付要綱第４条１項１号に規定する「対象者に

対し、買い物や掃除等の簡単な家事援助のサービスを行う団体」及び

佐世保市通所型支え合いサービス補助金交付要綱第４条１項１号に

規定する「対象者を中心に体操や趣味活動を通じた日中の居場所づ

くり、定期的な交流会の開催等のサービスを行う団体」及びこれらに

類する活動を行う団体を指す。 

実績数等は以下のとおりである。 

 

  
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

訪問型支え合

いサービス等

を行う団体数 

計画 27 団体 27 団体 27 団体 27 団体 27 団体 27 団体 

実績 22 団体 28 団体 34 団体 37 団体   

 

２０２４（令和６）年度は、実績数は３７団体と目標数を上回って

いるものの、地域での支え合いに対する意識や、社会資源の状況等に

地域差があり、団体数にも偏りがある状況である。 

一方で、生活支援コーディネーターの活動により、団体と定義づけ

することになじまない支援活動など、それぞれの地域における多様

な地域の支え合い活動も判明してきている。 

そこで、佐世保市としては、今後の計画においては、「訪問型支え

合いサービス等を行う団体」にこだわらずに、実態に即した内容や数
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値に変更する予定であるとのことである。 

（３）認知症サポーター等養成事業 

ア 事業概要 

認知症施策推進大綱に基づき、認知症キャラバン・メイトを養成し、

キャラバン・メイトに認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域に

おいて認知症の方や家族を支援する認知症サポーターを養成してもら

い、認知症の方が安心して生活できる地域をつくる事業である。 

イ 現状と課題 

認知症サポーターを養成することで、地域における認知症の理解者、

支援者を増やし、認知症の人が安心して生活できるよう地域づくりを

行っている。 

認知症サポーター養成講座の受講者数はほぼ目標に達しているため、

その後のステップアップ講座につながるように活動を促進していく必

要がある。 

サポーター養成講座の卒業生による自主グループとして「佐世保認

知症支援ボランティアの会（グループ・おれんじ）」があり、寸劇の披

露などの活動に取り組んでいる。 

ウ 今後の方針 

認知症サポーター養成講座を受講した市民に対し、ステップアップ

講座を実施し、認知症の人やその家族のニーズに合った支援を目的と

したチームオレンジの構築を図る。その後、組織の育成とマッチングに

関するニーズ調査や支援方法について検討し、既存の組織を活用しな

がら新たな仕組みを構築しつつ、地域や各事業所等と連携を図りなが

ら、認知症サポーターを中心とした支援をつなぎ、若い世代や職域を取

り込みながら、認知症になっても安心して暮らし続けられる地域づく

りを行っていく。 
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加えて、「佐世保認知症支援ボランティアの会（グループ・おれんじ）」

の後方支援を行い、地域での活動の場を広げていく。 

キャラバン・メイトにおいても職域、多世代などを対象とする普及啓

発及び自主的な活動の推進ができるような支援を行っていく。 

エ 具体的な施策 

（ア）認知症サポーター等養成 

認知症サポーターは、認知症に対する基礎知識や支援のあり方に

ついて学ぶ講座である認知症サポーター養成講座を受講することで

なることができる。 

認知症サポーター養成講座は、養成を受けたい者からの申し込み

を受けて、講師と調整し、希望の日時・場所にて開催が決定する。開

催周知については、福祉活動プラザや市のホームページ・広報誌、小

中学校・高校などへの講座チラシ配布、商工会議所の会報誌へチラシ

折込等を実施している。 

また、認知症サポーター養成講座受講者に対し、ステップアップ講

座を開催案内し、チームオレンジサポーターの養成を行っている。 

実績は以下のとおりである。 

 

 

 

（イ）認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業（チームオレン

ジ） 
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チームオレンジとは、認知症の人ができる限りよい環境で自分ら

しく暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族の支援

ニーズと認知症サポーターを中心として支援を繋ぐ仕組みを地域ご

とに整備する事業である。 

具体的には、 

 

① チームオレンジサポーター（認知症サポーター養成講座（認

知症についての基礎知識を学ぶ講座）及びステップアップ講座

（認知症の方に対して、地域で支えるための支援の実践につい

て学ぶ講座）を受講し登録された方）等の養成 

② チームオレンジサポーターの活動促進・地域づくりの推進 

 

を行っている。 

２０２３（令和５）年度までは、長寿社会課の認知症地域支援推進

員が、２０２４（令和６）年度からは佐世保市福祉活動プラザがチー

ムオレンジコーディネーター（チームオレンジサポーターの登録管

理や活動支援を行い、認知症の方や家族と支援者をマッチングする

者）となり、地域へのアプローチや個別支援のマッチング等を行う。 

現時点でのチーム数は２チーム（中部・山澄）であり、登録者数は

１０１名（住民サポーター５０名、職域サポーター５１名）である。

チームの構成としては、生活支援サポーター、民生委員、信用組合、

薬剤師、栄養士、作業療法士、ケアマネジャー等である。 

個別支援事例の目標値及び実数は以下のとおりである。 
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令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

チームオレン

ジマッチング

支援数 

計画    10 20 30 

実績  0 7 6   

 

その他、チームオレンジサポーターは、それぞれ各自のサロンや認

知症カフェ等でも継続支援や参加者に話し相手になるなどの活動を

行っている。 

 

【意見】 

２０２２（令和４）年度から山澄包括地域をモデル地区としてチームオレン

ジサポーターの養成を開始したものであり、まだ、問題点等の抽出が困難な時

期であるといえる。今後の事例集積等を経て、よりよい制度になるよう今後も

引き続き対応していくよう期待する。 

 

（ウ）ボランティアグループの活動支援 

グループ・おれんじの活動支援として、２０２４（令和６）年度は

定例会を５回開催した。定例会では、活動報告や今後の活動予定等に

ついて意見交換がなされている。 

また、グループおれんじのメンバーの希望もあり、指定管理者の佐

世保市福祉活動プラザが認知症カフェへの同行訪問を実施した。同

行訪問を行うことで、認知症カフェがより活用されることになり、グ

ループオレンジの活動の場が広がることにつながっている。 

（４）緊急通報システム事業 

ア 事業概要 

緊急通報システム事業とは、高齢者等が自宅で急病や事故などの緊

急時にボタン一つで助けを呼べるようにする公共サービスのことであ
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る。 

佐世保市では、対象者が自宅で発作等の緊急事態に陥った時、緊急通

報措置のボタンを押すか、センサーからの異常の通報をもとに、コール

センターから、対象者が選任した協力員や消防に連絡を行い、対象者の

速やかな救助につなげるようにしている。 

対象者は、市民税の課税状況、設置機器の種別により２００円から１

０００円（税別）を利用者負担金として支払う。 

イ 現状と課題 

独居もしくは高齢者のみの世帯であって、概ね６５歳以上の身体状

況や健康状態に問題があるなど日常生活を送る上で、常に注意が必要

な方又は８５歳以上の方を対象として、緊急時の即応体制を確保し、不

安の解消を図るため、緊急通報機器の設置を行っている。 

申請には、近隣の緊急通報協力者が必要になるが、なり手がおらず申

請に至らないケースもある。 

ウ 今後の方針 

佐世保市では、上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を

掲げる。 

独居もしくは高齢者のみの世帯の増加により、緊急時の連絡手段の

確保のニーズは高まると予想されるため、緊急時の対応について、協力

員方式以外の手段がないか検討するなど、引き続き制度の維持を図る。 

エ 具体的な施策等 

佐世保市では、２０２４（令和６）年度現在、福岡安全センター株式

会社に事業を委託している。受託事業者は、緊急機器を貸与し、月１回

の安否確認、相談対応、緊急通報時の対応を行っている。 

（ア）設置人数等 

設置人数の推移は以下のとおりである。なお、２０２１（令和３）
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年度より、所得税課税要件を撤廃し、８５歳以上であれば身体状況・

健康状態を問わず申請できるよう変更したことで、これまで対象要

件に該当しなかった方が申請できるようになり、実績値は増加して

いる。 

 

  
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

設置人

数 

計画 50 人 50 人 50 人 100 人 110 人 120 人 
実績 37 人 67 人 92 人 96 人   

 

２０２４（令和６）年度は、新規設置が３３件あった一方、撤去が

２９件あった。これはこの事業が高齢又は身体・健康面に問題がある

方を対象としているため、短期間の利用で解除する方もいることが

原因の一つであると思われる。 

一方、民間事業者の見守りサービスも充実してきているが、費用面

で民間事業者との契約を断念される高齢者も多く、市の事業は低価

格で利用できるため、独居高齢者が増加している現状、申請は増加傾

向にあるのではないかとも思われる。 

そのため、今後も一定の需要が見込まれると考えられる。 

（イ）利用実績等 

利用実績等は以下のとおりである。 
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（ウ）協力員 

現状の、緊急通報システムでは、利用者から緊急通報があった場合

利用者の安否確認を行う者である協力員を利用者が利用申請時に原

則２名選任する必要がある。 

協力員は、佐世保市内に居住する者で、近隣者、家族、民生委員、

利用者の生活状況等に理解のある者等から選任する必要がある。 

協力員の人数、内訳等は以下のとおりである。 
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親族や知人といった頼れる方が全くいない利用者は、地区担当の

民生委員に協力員を依頼することが多く、協力員の依頼が集中する

という問題がある。 

また、民生委員を退任後の意向（協力員を継続するか、次の民生委

員に引き継ぐか）の連絡がないという事態が生じることもある。 

そして、上記のとおりそもそも協力員のなり手がおらず申請に至

らないケースもある。 

そのため、佐世保市では、協力員以外の手段も検討している。事業

所職員が緊急時の駆けつけを行う民間事業者に聞き取りをおこなっ

たところ、離島地区など職員の駆けつけができない地域が存在する、

そもそも同事業者らは、利用者へ月１回の安否確認をするというこ

とに対応できないなどの問題があった。  

また、委託事業者である株式会社への聞き取りを行ったところ、緊

急時の利用者宅への駆け付けを依頼できる協力関係のある事業者が

佐世保市内にないとの回答であった。  

そのため、現時点では、緊急時の利用者宅への駆け付けを事業所職

員により対応できる事業者はいない。  
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【評価】  

佐世保市では、緊急通報システム事業を現状でできるだけのことをしており、

評価できる。  

 

【意見】  

今後、民間の様々なサービスが充実していくと考えられるところ、佐世保市

としては、そのようなサービスを注視し、本事業を継続する必要があるか、継

続する場合どのようなサービスを提供していくのか等を適宜判断、対応してい

くべきである。 
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第５ 介護保険制度の適正な運営  

１ 適正な介護保険の運営事務  

（１）介護保険料の賦課・徴収事務の概要  

 介護保険制度の被保険者は、  

 
① ６５歳以上の者（第１号被保険者）  

② ４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）  

 

である。  

まず、保険者である市町村ごとに基準額が設定されており、被保険者

の前年中の所得や課税年金額などから介護保険所得段階を決め、年間の

保険料を算定する。これを、被保険者資格を有する期間に応じ、月割りで

保険料を賦課する。なお、第２号被保険者については、加入している医療

保険の算定方法により保険料の金額が決定される。保険料は各医療保険

者が保険料（税）として医療分と介護分を徴収し、最終的に介護分が市町

村に納付される。  

第１号被保険者の保険料の徴収方法は、年金を年額１８万円以上受給

している場合は年金からの天引きによる徴収方法（特別徴収）となり、年

金受給額が１８万円未満の場合やその他特別徴収ができない場合は、納

付書や口座振替による徴収（普通徴収）となる。  

特別徴収の場合は、年金から自動的に保険料が天引きされるため、徴

収率は１００％となる。一方、普通徴収の場合は、被保険者が納付書で納

付するか口座振替で納付することとなるため、滞納が発生する可能性が

ある。  

また、介護保険料の滞納が継続した場合は、以下のとおり保険給付の

制限等がある。  
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滞納期間  給付制限等の内容  

１年以上  介護サービスの費用が償還払い（一旦全額を負担

し、自己負担額を除く費用が払い戻される）になる。 

１年６ヵ月以上  一時的に保険給付の差し止めを行う。  

２年以上  未納期間に応じて利用者負担額の引き上げ（３割も

しくは４割）を行う。また、高額介護サービス費等

の支給が受けられなくなる。  

  

また、災害、所得の激減、生活困窮など特別な事情がある場合は、被保

険者の申請により保険料の減免が認められる。  

さらに、介護保険料は、被保険者本人のほか、世帯主及び配偶者にも連

帯して納付する義務がある（介護保険法１３２条）。  

 

（２）佐世保市の現状  

ア 所得段階別保険料  

佐世保市第９期介護保険事業計画における第１号被保険者の所得段

階別保険料は、以下のとおりである。  
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イ 介護保険料所得段階別被保険者数 

佐世保市における介護保険料所得段階別被保険者数は以下のとおり

である。  
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ウ 保険料収納率  

佐世保市における２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年

度までの保険料収納率の状況は以下のとおりである。  
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厚生労働省の介護保険事業報告書（最新：令和５年度版）によると、

データが存在する中核市６１市の介護保険料（普通徴収分）の徴収率の

平均は、全体分が８４.１４％であるのに対し、佐世保市は８３.７３％

であり、中核市６１市中３４位であった。  

また現年分・滞納繰越分で見ると、中核市平均が現年度分９４％、滞

納繰越分が２２％であるのに対し、佐世保市は、現年分が９３％、滞納

繰越分が３０％となっており、滞納繰越分は中核市平均を上回ってい

るが、現年分及び全体の徴収率は中核市平均を下回るという結果であ

った。もっとも、上掲市提出の資料によると、２０２４（令和６）年度

の徴収率は、２０２３（令和５）年度からさらに改善されている状況で

ある。  

エ 給付制限  

佐世保市において生じた給付制限の件数は、２０２４（令和６）年度

は４５件であった。  

オ 介護保険料の滞納整理  

佐世保市においては、２０２２（令和４）年８月に収納推進課が発足

したことにより、これまで個別に管理していた介護保険料を市税や国

保税とあわせてシステムで滞納管理できるようになり、滞納処分や執

行停止処理等の手続きの一元化・情報共有を図ることができるように

なった。  

─ 243 ─



 
 

滞納整理については、収納推進課業務マニュアルにおいて、履行状況

の確認から差し押さえまでの全体を網羅した詳細なマニュアルが整備

されている。  

佐世保市における２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年

度までの介護保険料の滞納処分の推移は以下のとおりである。  

 

 
 

上述のとおり、介護保険料の収納推進課での滞納一括管理により、２

０２２（令和４）年度以降、差押件数及び金額が大幅に改善している。 

 

【意見】  

佐世保市の介護保険料（普通徴収分）の徴収率は、２０２３（令和５）年度
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時点で中核市の平均を下回っている状況であったが、翌２０２４（令和６）年

度は、前年度から３.６５ポイント改善している。また、２０２３（令和５）年

度においても、滞納繰越分でみると、収納率は中核市平均を大きく上回ってい

ることから、滞納処分を強化したことの効果が現れているものと考えられる。

差押のマニュアルを活用し、さらなる徴収率のアップを目指して頂きたい。  

 

 

カ 介護保険料の時効管理  

介護保険料の支払義務は、納期限から２年を経過すると時効により

消滅する（介護保険法第２００条第１項）。  

佐世保市においては、介護保険料の徴収業務は、収納推進課のシステ

ムで基本的に一元管理されているが、時効管理については、介護保険シ

ステムの機能を活用して運用している。これにより、時効期間経過の予

定日が分かるようになっている。佐世保市における２０２０（令和２）

年度から２０２４（令和６）年度までの介護保険料の不納欠損額の推移

は以下のとおりである。  

 

 

 

収納推進課が発足した２０２０（令和４）年度から、時効による不納

欠損額が年々減少している。  
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